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附則

第１章 総則

（趣旨）

第１条 この達は、航空自衛隊の行う火薬類の貯蔵、運搬、消費その他の取扱いについ

て必要な事項を定めるものとする。

（用語の意義）

第２条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。

(1) 法 火薬類取締法（昭和25年法律第149号）をいう。

(2) 規則 火薬類取締法施行規則（昭和25年通商産業省令第88号）をいう。

(3) 訓令 火薬類の取扱いに関する訓令（昭和54年防衛庁訓令第36号）をいう。

(4) 部隊等の長 編制部隊の長、独立して所在する編制単位群部隊及び編制単位部隊

の長並びに機関の長をいう。

(5) 基地司令等 基地司令及び分屯基地司令をいう。

(6) 貯蔵 火薬類を長期間にわたつて一定の場所に保管することをいう。

(7) 集積 消費を目的とし、一時的に保管することをいう。

(8) 消費等 火薬類を燃焼させ、又は爆発させること又は任務遂行のため、火薬類を

発射装置等に組み込んで常に使用できる状態にしておくこと若しくは完成弾として

完成弾庫に保管しておくことをいう。

(9) 準備作業 火薬類の消費等のために実施する必要のある諸作業（第24条第２項に

規定する諸作業を除く｡）をいう。

(10) 弾薬作業所 火薬類の準備作業の一部若しくは第24条第２項に規定する火薬類の

整備の作業を実施する施設若しくは場所又は作業のための火薬類を一時保管する施

設をいう。

(11) 完成弾庫 組立てを完了した火薬類を保管するための火薬庫をいう。

(12) 火工品集積所 救難保安用、緊急脱出用及び外部搭載物投棄投下用の火工品等を

集積し、又は火工品の入り組んだ救命装具を一時保管するための施設又は場所をい

う。



(13) アラート集積所 対領空侵犯措置の実施に必要な火薬類を集積するための施設又

は場所をいう。

(14) 火薬類取扱施設 火薬庫、完成弾庫、火工品集積所、アラート集積所、アラート

格納庫、航空機えん体、弾薬作業所、火薬類格納所、駐機場、アーミング・デイア

ーミング場、発射地区、野外集積所、射撃調整場、射撃訓練場及び不発弾処理場を

いう。

第２章 貯蔵

（貯蔵）

第３条 火薬類の貯蔵は、訓令第10条の規定によるもののほか、別表第１に定める火薬類

対照表により、規則第19条に規定する貯蔵の区分に従つて実施しなければならない。

２ 訓令第10条ただし書に規定する火薬類格納所は、基地司令がこれを定めるものとす
る。

３ 前２項に規定するもののほか、分屯基地において訓令第10条ただし書の規定により

火薬類を貯蔵する場合には、分屯基地司令が定める火薬類格納所において行わなけれ

ばならない。

４ 基地司令等は、前２項の規定により火薬類格納所を定めるに当たつては、次に掲げ

る事項を確実に遵守するものとする。

(1) 常に監視できる場所に設け、又は警報装置を備えること。

(2) 火薬類格納所に係る施設又は設備の錠を２以上設けるとともに、鍵を分散して管

理することにより、１人の者によつて火薬類を取り出せないようにすること。

(3) 火薬類を保管する場合は、火薬類の保管状況を週に１回以上、点検するととも

に、保管する全数について、四半期に１回以上、現物を目視することにより数量を

点検すること。

（貯蔵責任者の指定等）

第４条 訓令第11条第１項の規定に基づく火薬庫を管理する部隊等の長（以下「貯蔵責

任者」という｡)は、航空自衛隊物品管理補給規則（昭和43年航空自衛隊達第35号。以下

「補給規則」という｡）別表第３に定める分任物品管理官の職にある部隊等の長又は第

１、第２、第３、第５、第６、第７、第９、第10、第13若しくは第15高射隊長（第７条

の２において「分任物品管理官等」という｡)のうち、当該火薬庫について次条に規定す

る火薬庫の設置承認の通知を受けた者とする。

２ 貯蔵責任者は、火薬類の保安維持に関し、基地司令等と調整のうえ、必要な事項を

定めるものとする。

（火薬庫の設置又は構造等の変更の承認）



第５条 航空幕僚長は、火薬庫の設置又は構造等の変更の承認がなされたときは、経済

産業大臣の承認文書の写しを添付し、火薬庫の管理を命ずる部隊等の長（構造等の変更

承認の場合にあっては、貯蔵責任者)にその旨を通知するとともに、基地司令等及び別

表第２に定めるところにより、火薬庫を担当する火薬庫検査官にその写文書を送付する

ものとする。

（火薬庫の完成検査）

第６条 貯蔵責任者は、火薬庫の設置工事又は訓令第12条に規定する火薬庫の構造等の

変更工事が完了したときは、速やかに航空幕僚長（整備・補給課長気付）に報告（登録

外報告）するとともに、火薬庫検査官にその旨を通知するものとする。

２ 火薬庫検査官は、前項の通知を受けたときは、訓令第13条第１項に規定する技術上

の基準により火薬庫の完成検査を実施するものとする。

３ 別表第２の左欄に掲げる編合部隊等の長は、前項の完成検査が実施されたときは、

別紙様式第１に定める火薬庫完成検査報告書に所要の事項を記載し、速やかに航空幕僚

長（整備・補給課長気付）に報告するものとする（登録外報告）。

４ 航空幕僚長は、前項の既定による報告により、火薬庫が技術上の基準に適合してい

ることを確認した後、訓令第13条第２項の規定に基づき、火薬庫検査証を貯蔵責任者に

交付するとともに、基地司令等及び火薬庫検査官にその写しを送付する。

（貯蔵火薬類等の変更）

第７条 貯蔵責任者は、訓令第14条の規定により貯蔵火薬類等の変更を要するときは、

別紙様式第２に定める貯蔵火薬類等変更承認申請書に所要の事項を記載し、航空幕僚長

（整備・補給課長気付）に上申するとともに、基地司令等及び火薬庫検査官にその旨を

通知するものとする。

２ 航空幕僚長は、訓令第14条の規定に基づく貯蔵火薬類等の変更届出がなされたとき

は、当該変更届出の写しを添付し貯蔵責任者に通知するとともに、基地司令等及び火薬

庫検査官にその写文書を送付するものとする。

３ 貯蔵責任者並びに基地司令等及び火薬庫検査官は、前項の既定による通知等を受け

たときは、火薬庫検査証の来歴記録に所要の事項を記入する。

（火薬庫の移管）

第７条の２ 貯蔵責任者は、特別な事由により火薬庫の管理を他の分任物品管理官等に

移管する必要がある場合には、航空幕僚長(整備・補給課長気付)に申請するものと

し、あわせて移管先の分任物品管理官等、基地司令等及び火薬庫検査官(火薬庫検査官

を異にする移管の申請については、移管元における火薬庫検査官を含む。次項におい



て同じ｡)にその写文書を送付するものとする。この場合において、火薬庫検査官を異

にする移管の申請については、第６条第４項の規定に基づく火薬庫検査証を添付する

ものとする。

２ 航空幕僚長は、前項に規定する申請を承認した場合には、移管先の分任物品管理官

等、基地司令等及び火薬庫検査官にその旨を通知する。

３ 移管先の分任物品管理官等は、前項に規定する通知により貯蔵責任者に指定された

ものとする。

４ 貯蔵責任者は、第１項に規定する申請（火薬庫検査官を異にする移管の申請を除

く｡)について承認を受けた場合には、火薬庫検査証を速やかに移管後の貯蔵責任者に

送付するものとする。この場合において、航空幕僚長は、火薬庫検査官を異にする移

管の申請について承認した場合には、火薬庫検査証を移管後の貯蔵責任者に交付する

とともに、基地司令等及び火薬庫検査官にその写しを送付する。

（火薬庫の用途廃止）

第８条 貯蔵責任者は、火薬庫としての用途を廃止しようとするときは、用途廃止年月

日及びその理由を記載し、第５条の規定に基づき送付された承認文書の写し及び第６条

の規定に基づき交付された火薬庫検査証を添えて航空幕僚長（整備・補給課長気付）に

申請し、承認を得るとともに、基地司令等及び火薬庫検査官にその旨を通知するものと

する。

（火薬庫の保安検査）

第９条 火薬庫検査官は、火薬庫の保安検査を、規則第19条から第32条までに規定する

技術上の基準により、毎年１回実施するものとする。

２ 別表第２の左欄に掲げる編合部隊等の長は、火薬庫の保安検査の結果、訓令第16条

第２項に規定する技術上の基準に適合しない事項がある場合は、改善等の意見を貯蔵責

任者に通知するとともに、必要に応じ遅滞なく航空幕僚長（整備・補給課長気付）に報

告するものとする（登録外報告）。

３ 別表第２の左欄に掲げる編合部隊等の長は、火薬庫保安検査結果を年度ごととりま

とめ、別紙様式第３に定める火薬庫保安検査報告書により、翌年度の４月15日までに航

空幕僚長（整備・補給課長気付）に報告するものとする（14－Ｅ２（Ｄ））｡

（火薬庫検査官の選任等）

第10条 訓令第20条第１項に規定する航空幕僚長の選任する火薬庫検査官及び火薬庫検

査官の検査対象火薬庫は、別表第２のとおりとする。ただし、別表第２により難い場合



には、別に示す部隊等の貯蔵責任者である火薬庫を検査対象火薬庫とし、当該検査対象

火薬庫に係る火薬庫検査官を同表の中欄に掲げる火薬庫検査官の中から別に選任するも

のとする。

２ 別表第２の左欄に掲げる編合部隊等の長は、火薬庫検査のため、火薬類の取扱いに

ついての知識及び技能を有する者を選任し、火薬庫検査官の補佐をさせることができ

る。

（火薬庫保安係員の資格等）

第11条 訓令第21条第２号及び第３号に規定する航空幕僚長の指定する火薬庫保安係員

の資格等は、次の各号のとおりとする。

(1) 高射整備、航空機整備、施設若しくは輸送補給の特技を有する幹部自衛官又はこ

れらの特技に係る幹部術科課程を修了した事務官等

(2) 基地防空電子整備、基地防空機械整備、高射電子整備、高射機械整備、武器弾薬

若しくは補給の特技（７レベル以上）を有する准空尉及び空曹又はこれらの上級特

技員の課程を修了した事務官等

(3) その他貯蔵責任者が特に選任する者

（火薬庫保安係員の業務）

第12条 訓令第21条に規定する航空幕僚長の定める保安に係る業務は、次の各号のとお

りとする。

(1) 火薬庫の点検に関すること。

(2) 火薬庫及び貯蔵火薬類について承認された事項の保安維持に関すること。

(3) 火薬類取扱いの保安維持に関すること。

(4) 訓令第40条に規定する危険区域における異常発生時の応急措置に関すること。

(5) その他貯蔵責任者の定める業務

第３章 運搬

（自動車等による運搬）

第13条 自隊の自動車等により火薬類を運搬する場合は、訓令第24条の規定によるほ

か、航空自衛隊輸送規則（昭和52年航空自衛隊達第16号。以下「輸送規則」という｡）

等に定めるところにより実施するものとする。

（航空機による運搬）

第14条 航空機により火薬類を運搬する場合は、訓令第26条の規定によるほか、輸送規

則等の定めるところにより実施するものとする。



（部外委託による運搬）

第15条 火薬類の運搬を自衛隊以外の者に委託するときは、訓令第27条の規定によるほ

か、輸送規則等の定めるところにより実施するものとする。

（基地内における運搬）

第16条 基地内において火薬類を運搬するときは、関係技術指令書等の定めるところに

より実施するものとする。

第４章 消費等

第１節 消費

（目的外消費の申請）

第17条 部隊等の長は、訓令第28条ただし書に規定する理由により火薬類を消費しよう

とする場合は、航空幕僚長（整備・補給課長気付）に申請するものとする。ただし、第

25条の規定により実施する火薬類安定度試験については、この限りでない。

（消費に係る安全措置）

第18条 部隊等の長は、火薬類の消費に伴い発生する危害を防止するために必要な措置

を講じなければならない。

（発射装置等に取り付けられた火薬類の取扱い）

第19条 部隊等の長は、発射装置その他の機器に取り付けて常に使用できる状態にある

火薬類の安全を維持するため、関係技術指令書に基づいて必要な措置を講じなければな

らない。

第２節 消費の準備

（集積）

第20条 部隊等の長は、火薬類を集積する場合は、アラート集積所その他基地司令等が

指定する火工品集積所又は野外集積所において実施しなければならない。

（集積の技術上の基準）

第21条 アラート集積所及び野外集積所に火薬類を集積する場合は、訓令第31条の規定

するところによる。

２ 火工品集積所に火薬類を集積する場合は、次の各号に示すところにより実施するも

のとする。

(1) 付近で火気を取り扱うことがなく、消火のための設備等を設けてある場所である

こと。

(2) 湿気、直射日光等によつて火薬類に悪影響を及ぼさない場所であること。



(3) 盗難防止の措置が十分とれる場所であること。

(4) 集積する場所に危険標示等を掲げて関係者以外の立入りを禁ずる措置を講じるこ

と。

(5) 集積する量は、消費の目的に応じた必要量にとどめ、余剰となつた火薬類は速や

かに撤去すること。

（安全な距離）

第22条 訓令第31条、第32条及び第36条に規定する安全な距離の基準は、別表第３に示

すところによる。

（準備作業）

第23条 訓令第32条第１項の規定により、航空幕僚長の定める準備作業の手順は、技術

指令書により定める。

２ 訓令第32条第１項に規定する航空幕僚長の定める準備作業実施者の資格は、特技職

明細集に火薬類を取り扱うことが明記されている特技員、術科教育において所要の教育

訓練を終了した特技員及び部隊等の長が定める所要の教育訓練を終了したその他の特技

員とする。

（消費前の点検）

第23条の２ 訓令第33条第２項に規定する手順は、関係技術指令書及び航空自衛隊物品

管理補給手続の定めるところによる。

第５章 整備

（火薬類の整備）

第24条 訓令第34条第２項に規定する航空幕僚長の定める火薬類の整備の基準は、技術

指令書により定める。

２ 訓令第34条第３項に規定する火薬類の整備の作業とは、火薬類の品質維持、故障探

求及び修理（法第３条の製造に該当する作業を除く｡）のために実施する必要のある諸

作業をいう。

３ 訓令第34条第３項に規定する航空幕僚長の定める火薬類の整備の作業実施者の資格

は、第23条第２項に定めるところによる。

（安定度試験）

第25条 補給本部長は、航空自衛隊が保有する火薬類について、必要な安定度試験を実

施するものとする。

２ 補給本部長は、安定度試験の実施基準を設定し、又は変更する場合は、航空幕僚長



（科学技術官気付）に申請し、その承認を得るものとする。

（弾薬作業所）

第26条 部隊等の長は、第24条第２項に規定する作業を行う場合は、基地司令等の定め

る弾薬作業所において実施するものとする。

２ 弾薬作業所の位置、構造及び設備は、訓令第36条第２項に規定するところによるも

のとする。ただし、爆発又は燃焼のおそれのある作業を実施する作業所の構造及び設備

は、訓令第36条第３項に規定するところによるものとする。

３ 弾薬作業所内において火薬類を一時保管する場合は、隔壁等により作業実施場所と

隔離しなければならない。

４ 部隊等の長は、弾薬作業所に一時保管することができる火薬類の数量を定め、掲示

するものとする。

第６章 廃棄等

（廃棄）

第27条 部隊等の長は、訓令第37条に規定する火薬類の廃棄を必要とする場合は、関係

技術指令書及び航空自衛隊物品管理補給手続の定めるところにより処理するものとす

る。

（不発弾の処理）

第28条 訓令第38条に規定する不発弾の処理に係る保安基準、危険作業の指定及び作業

実施者の資格については、別に定める。

第７章 保安

（異常が認められた火薬類の措置）

第29条 部隊等の長は、火薬類に異常が認められた場合は、当該火薬類の使用を直ちに

中止し、関係技術指令書の定めるところにより所要の措置を講じるものとする。

（危険時の措置）

第30条 部隊等の長は、訓令第42条第１項に規定する危険な状態を認めた場合は、航空

自衛隊安全管理規則（平成元年航空自衛隊達第12号）第15条第１項に規定するところに

より、航空幕僚長（主管課長気付）に報告するものとする（02－Ｘ23－ＡＲ（Ｃ－

３））。

２ 基地司令等は、訓令第42条第２項に規定する警察署等に対する通報に関し、必要な

事項を定めるものとする。

（事故報告）



第31条 部隊等の長は、火薬類による事故が発生したときは、航空自衛隊事故速報規則

（昭和60年航空自衛隊達第15号）及び地上事故の調査及び報告に関する達（平成元年航

空自衛隊達第13号）に基づき、報告するものとする (01－Ｘ29－ＡＲ(Ｃ－３))(02－Ｘ

31－１－ＡＲ(Ｄ))｡

（保安教育）

第32条 部隊等の長は、取り扱う火薬類の種類、部隊等の特性及び取扱者の状況に応じ

て、保安教育を実施しなければならない。

２ 保安教育の実施基準は、規則第67条の６の規定を準用するものとする。

第８章 譲受け及び譲渡し

（譲受け）

第33条 訓令第45条第１項に規定する指定部隊等の長は、分任物品管理官の職にある部

隊等の長とする。

２ 指定部隊等の長が、自衛隊以外の者から譲り受けることができる火薬類は、次の各

号に定めるところによる。

(1) 補給規則別表第３に定める補給分任物品管理官の職にある機関の長

ア 中央調達及び地方調達により契約の相手方から譲り受けるもの

イ ＦＭＳ調達により譲り受けるもの

(2) 補給規則別表第３に定める一般分任物品管理官の職にある部隊又は機関の長

基地等調達により鳥獣駆除、建設工事又は施設職域の術科教育用に使用する目的で

契約の相手方から譲り受けるもの

３ 指定部隊等の長が前項に定めるもの以外の火薬類を譲り受けようとする場合は、別

紙様式第４火薬類譲受承認申請書に所要の事項を記載し、航空幕僚長（整備・補給課長

気付）に申請するものとする。

４ 航空幕僚長は、前項の申請を承認したときは、別紙様式第５火薬類譲受承認証を交

付するものとする。

（譲渡し）

第34条 指定部隊等の長が、訓令第47条ただし書に規定する以外の理由により、火薬類

を自衛隊以外の者に譲り渡す必要がある場合は、別紙様式第６火薬類譲渡承認申請書に

所要の事項を記載し、航空幕僚長（整備・補給課長気付）に上申するものとする。

２ 航空幕僚長は、前項の上申を受理したときは、防衛大臣の承認を得たうえ、別紙様

式第７火薬類譲渡承認通知証を交付するものとする。



第９章 雑則

（委任規定）

第35条 この達の実施に関し必要な事項は、部隊等の長及び基地司令等が定める。

附 則

１ この達は、昭和57年３月１日から施行する。

２ アラート集積所及び弾薬作業所が、この達に定める技術上の基準に適合しない施設

である場合にあつては、当該施設が整備されるまでの間、危害予防に十分な措置を講じ

たうえ、使用することができるものとする。ただし、弾薬作業所における火薬類の一時

保管所要量が、別表第３に示す基準によりがたい場合は、規則第52条第３項第11号を準

用することができる。

附 則(昭和57年12月15日航空自衛隊達第35号)

この達は、昭和57年12月21日から施行する。

附 則(昭和62年１月28日航空自衛隊達第８号)

この達は、昭和62年１月29日から施行する。

附 則(平成元年３月16日航空自衛隊達第25号)

この達は、平成元年３月16日から施行する。

附 則(平成２年３月27日航空自衛隊達第13号)

この達は、平成２年３月31日から施行する。

附 則(平成４年３月11日航空自衛隊達第３号)

この達は、平成４年４月１日から施行する。

附 則(平成５年11月26日航空自衛隊達第42号)

１ この達は、平成６年１月１日から施行する。〔後略〕

２ 〔前略〕第23条〔中略〕の改正規定は、この達の施行の際、現に作成されている従

前の規定による様式の用紙は、残存部数に限り使用することができる。

附 則(平成６年３月２日航空自衛隊達第７号)

この達は、平成６年３月22日から施行する。

附 則(平成10年７月23日航空自衛隊達第18号)

１ この達は、平成10年７月23日から施行する。

２ この達の施行の際、現に貯蔵責任者に指定されている者は、改正後の火薬類の取扱

いに関する達第４条第１項の規定により指定を受けたものとみなす。



附 則(平成12年12月11日航空自衛隊達第53号)

この達は、平成13年１月６日から施行する。

附 則(平成18年3月24日航空自衛隊達第14号抄)

１ この達は、平成18年3月27日から施行する。

附 則(平成19年1月5日航空自衛隊達第1号抄)

１ この達は、平成19年1月9日から施行する。

附 則(平成25年3月26日航空自衛隊達第32号)

この達は、平成25年3月26日から施行する。

附 則(平成26年3月26日航空自衛隊達第53号)

この達は、平成26年3月26日から施行する。

附 則(平成27年9月28日航空自衛隊達第18号)

この達は、平成27年10月1日から施行する。

附 則(平成27年10月1日航空自衛隊達第42号)

この達は、平成27年10月1日から施行する。

附 則(平成28年10月14日航空自衛隊達第51号)

この達は、平成28年10月14日から施行する。

附 則(平成29年2月3日航空自衛隊達第3号)

この達は、平成29年2月3日から施行する。

附 則(平成29年6月23日航空自衛隊達第27号)

この達は、平成29年7月1日から施行する。

附 則(平成30年2月23日航空自衛隊達第1号)

(施行期日)

１ この達は、平成30年3月12日から施行する。

(経過装置)

２ この達の施行の日前にこの達による改正前の第３条第１号の規定により定められた火

薬類格納所でこの達による改正後の第３条第４項各号に掲げる事項を満たさないもの

については、当該事項を満たす火薬類格納所が整備されるまでの間、十分な盗難防止

措置を講じた上で、使用することができるものとする。

附 則(令和3年3月17日航空自衛隊達第18号）

この達は、令和3年3月18日から施行する。

附 則(令和3年3月29日航空自衛隊達第28号)



この達は、令和3年3月31日から施行する。

附 則(令和5年3月16日航空自衛隊達第11号)

この達は、令和5年3月16日から施行する。



別 表 第 １ （ 第 ３ 条 関 係 ）

火 薬 類 対 照 表

法第２条第１項に規定する火薬類 航空自衛隊における火薬類

一 火薬 なし

二 爆薬 混合爆破薬等

イ 工業雷管、電気雷管、銃用雷管 工業雷管、電気雷管等
及び信号雷管

ロ 実包及び空包 機関砲（銃）弾、小銃弾、けん銃弾、猟銃用散弾等

ハ 信管及び火管 爆弾用信管、ミサイル弾頭用信管、安全起爆装置等
三 火工品

ニ 導爆線、導火線及び電気導火線 導爆線、導火線等

ホ 信号焔管及び信号火せん 発煙筒、17 ミリ信号照明弾、弾着表示煙薬管、 マリンマーカー、信号筒、
信号発煙筒等

ヘ 煙火 鳥獣駆除用煙火等

火薬又は爆薬を使用した火工品 爆弾、ミサイル弾頭、ロケット弾頭、機関砲弾(弾体に爆薬を有するもの）、
ＴＮＴ爆破薬、40ミリ信号弾、ロケット・モーター、フレア、スキーブ、
照明筒、 ロケット・カタパルト、スラスター、 リムーバー、イニシエー
ター、アクチュエーター、 カートリッジ、その他火薬又は爆薬を使用した構
成品、完成弾等

備 考 ： １ 実 包 及 び 空 包 に 応 ず る 銃 砲 弾 （ 猟 銃 用 散 弾 等 を 除 く 。） は 、 口 径 2 0 ミ リ メ
ー ト ル 以 下 の も の で 、 口 径 2 0 ミ リ メ ー ト ル を 超 え る 砲 弾 及 び 弾 体 に 爆 薬 を 有
す る 砲 弾 は 、 火 薬 又 は 爆 薬 を 使 用 し た 火 工 品 に 区 分 さ れ る 。

２ 本 表 に 記 載 れ て い な い 火 薬 類 の 貯 蔵 に つ い て は 、 経 済 産 業 大 臣 の 製 造 許 可
等 に よ る 。



別 表 第 ２ （ 第 ５ 条 、 第 ６ 条 、 第 ９ 条 、 第 10 条 関 係 ）

火 薬 庫 検 査 官 等 一 覧 表

区 分 火 薬 庫 検 査 官 検 査 対 象 火 薬 庫

航 空 総 隊 航 空 総 隊 司 令 部 装 備 部 長

北部航空方面隊 北部航空方面隊司令部装備部長

中部航空方面隊 中部航空方面隊司令部装備部長

それぞれの区分欄に示す編合部隊等の長の隷下又は管理下の部隊等の

西部航空方面隊 西部航空方面隊司令部装備部長 長が貯蔵責任者である火薬庫（航空総隊にあっては北部航空方面隊、
中部航空方面隊、西部航空方面隊及び南西航空方面隊を除く隷下部隊
の長が貯蔵責任者である火薬庫）

南西航空方面隊 南西航空方面隊司令部装備部長

航空支援集団 航空支援集団司令部装備部長

航空教育集団 航空教育集団司令部装備部長

補 給 本 部 補 給 本 部 武 器 弾 薬 部 長



別表第３（第22条、第27条関係）

安 全 な 距 離 の 基 準

１ 安全距離

⑴ 算定式

Ｄ⒨＝Ｋ× Ｄ：距離、Ｋ：保安物件ごとに指定される計数、

Ｗ：爆薬換算量

⑵ 距離のとり方

建物がある場合には、その外壁から、建物がない場合には、その設置場所から、

周囲の保安物件までの直距離とする。

⑶ 爆薬換算量

ア 火工品（煙火を除く。）

規則第１条の６第１項の規定による。

イ 煙 火

規則第１条の６第２項の規定による。

⑷ Ｋの値

次の表に示す値とする。

保安物件 基地外物件及び非専用施設 専 用 施 設

第１種 第２種 第３種 第４種 第３種 第４種
区 分

１ 周囲に土
１／１高 16 14 8 5 4 2.5

提等がある

場合
５／４高 16 10 5 4 2.5 2

２ 防爆壁を有する場合 16 14 8 5 4 2.5

３ 壁体を有し土提を省略
16 14 8 5 4 2.5

し得る場合

４ 周囲に土提等がない
32 28 16 10 8 5

場合

２ 保安物件

⑴ 保安物件の定義

ア 基地外保安物件



規則第１条に規定する保安物件をいう。

イ 基地内保安物件

(ア) 専用施設

航空自衛隊の保有する施設で、その施設のもつ直接の利用目的からみて、航空自

衛隊の業務遂行以外に供されることが、ほとんどないものをいう。

(イ ) 非専用施設

航空自衛隊の保有する施設で、その施設のもつ直接の利用目的からみて、間接的

に航空自衛隊の業務遂行上必要であつても、直接的でないものをいう。

⑵ 専用施設の種類

付表のとおり

３ 危険のおそれのない場合の特例

火薬類取扱施設及び保安物件の周囲が、天然又は人工物で防護措置が取られている状

態にあり、部隊等の長が、危険のおそれがないと認めた場合は、その程度に応じて認めたもの

をもつて基準とすることができる。

付表

専 用 施 設 一 覧 表

区 分 施 設 名

庁舎（事務室、待機所、倉庫等）、隊舎、隊員食堂、隊員浴場、医務室、警

第３種保安物件 衛所、整備室（格納庫）、厚生施設（体育館、プール、図書室、娯楽室、売店）

等

第４種保安物件 ボイラー室、熔接ショップ、鍛冶場、じんあい処理場、高圧電線等



別紙様式第１（第６条関係）

発簡番号

発簡年月日

航 空 幕 僚 長 殿

（整備・補給課長気付）

発簡者

火 薬 庫 完 成 検 査 報 告 書

検 査 の 区 分 ○新 規 ○変 更

実 施 年 月 日

火 薬 庫 の 名 称

火 薬 庫 所 在 地

貯 蔵 責 任 者

合 否 判 定 ○合 格 ○不 合 格

不

合

格

の

理

由

及

び

対

策

検

査

官

所

見

火 薬 庫 検 査 官

注：用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とし、縦長に使用する。



別紙様式第２（第７条関係）

貯蔵火 薬類 等変更 承認 申請書

火 薬 庫 の 名 称

火 薬 庫 所 在 地

貯 蔵 責 任 者 職 名

変 更 内 容 明 細

注：用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とし、縦長に使用する。



別紙様式第３（第９条関係）

発簡番号

発簡年月日

航 空 幕 僚 長 殿

（整備・補給課長気付）

発簡者

火 薬 庫 保 安 検 査 報 告 書

（ １４ ― Ｅ ２ （ Ｄ ））

対 象 年 度 火薬庫検査官

対 象 火 薬 庫 数

（基地等別、種類別）

検

査

官

所

見

不
基地等名 火薬庫名称 不 具 合 事 項 対 策

対策完了

具 年 月 日

合

事

項

及

び

是

正

措

置

内

容

注：用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とし、縦長に使用する。



別紙様式第４（第33条関係）

火 薬 類 譲 受 承 認 申 請 書

火薬類の種類（品名）

及び数量

譲 受 目 的

譲 受 相 手 方

自 年 月 日

譲受期間（１年以内）

至 年 月 日

貯 蔵又は 保管場所

目 的

消

費

に

関 日 時

す （ 期 間 ）

る

事

項

場 所

注：用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とし、縦長に使用する。



別紙様式第５（第33条関係）

第 号

年 月 日

火 薬 類 譲 受 承 認 証

航 空 幕 僚 長

譲受承認を受けた

指定部隊等の長

火薬類の種類（品

名）及び数量

譲 受 目 的

自 年 月 日

有 効 期 間

至 年 月 日

承 認 条 件

注：用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とし、縦長に使用する。



別紙様式第６（第34条関係）

火 薬 類 譲 渡 承 認 申 請 書

火薬類の種類（品

名）及び数量

譲 渡 目 的

自 年 月 日
譲 渡 期 間

至 年 月 日

譲渡火薬類の保管場所

譲

渡
住 所

の

相

手
氏 名

方

注：用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とし、縦長に使用する。



別紙様式第７（第34条関係）

第 号

年 月 日

火 薬 類 譲 渡 承 認 通 知 証

航 空 幕 僚 長

譲渡承認を受けた

指定部隊等の長

火薬類の種類（品

名）及び数量

譲 渡 の 目 的

自 年 月 日
有 効 期 間

至 年 月 日

譲 渡 条 件

注：用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とし、縦長に使用する。


